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第２３期 軽井沢町農業委員会 第２９回 総会議事録 

（町ＨＰ用） 

発言者 内          容 

 

 

柳沢照夫事務局

長 

 

 

小宮山恒雄会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

（開会：１３時３０分） 

 

委員の皆様、ご苦労さまでございます。 

定刻となりましたので、第２９回総会を始めたいと思います。 

開会にあたりまして、小宮山会長よりあいさつをお願いいたします。 

 

本日は、委員の皆様には、何かとお忙しいなか、ご出席いただきまし

て、ありがとうございます。 

また、今月は農業委員会大会、視察研修、関係機関への会議等に参加

いただきまして、大変お疲れ様でした。 

さて、１１月も下旬となりまして、農作業のほうも、これでほぼ終了

してきたかと思います。 

さて、いつも申し上げておりますが、ご承知のとおり農業委員と推進

委員は地域のリーダーとして期待されており、役割のひとつでもありま

す、遊休農地を解消するためには、人・農地プランや地域での話し合い

等を通じて農地の有効利用、担い手への農地集積や新規参入の促進など、

「農地利用の最適化」を推進していくことが大切であり、最適化推進活

動として農地の貸し借り、権利移動による利用集積と集約化、農地中間

管理機構と連携し耕作放棄地の発生防止と解消並びに農業後継者の確保

のため新規就農及び定年帰農者による担い手の確保等に引き続き協力を

お願いしたい。 

なお、各地区の状況などの情報交換、意見交換の時間もございますの

で、よろしくお願いいたします。 

また、朝晩の寒暖差もあり、時節柄、体調にご留意いただきまして、

農業委員会活動に当っていただきたいと思います。 

後ほど、農協（ＪＡ佐久浅間）関係、町の農政関係について各々よろ

しくお願いいたします。 

それでは、ただいまから第２３期軽井沢町農業委員会第２９回総会を

開催いたします。 

 

ありがとうございます。 

次に、議長についてですが、軽井沢町農業委員会会議規則第６条の規

定により総会の議長は、会長が行なうことになっておりますので、よろ

しくお願いします。 

 

規定により、私が議長を務めることになっておりますので、議事を進
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柳沢事務局長 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

委 員 

めさせていただきます。 

 事務局より、会議成立の報告をお願いします。 

 

農業委員１４名中、１２名の出席と農地利用最適化推進委員７名全員

の出席です。 

軽井沢町農業委員会会議規則第５条(在任する委員の過半数の出席)に

より、本総会が成立します事を報告します。 

 

次に、３の議事録署名人の選任についてですが、軽井沢町農業委員会 

会議規則第１４条の規定により、議席番号１番の市村初仁委員と議席番

号１２番の荻原正一委員の２名にお願いします。 

それでは、次に４の事業報告について、事務局より報告願います。 

 

 それでは、お手元の次第１ページの１０月２５日から１１月２８日ま

での行事等について、ご報告いたします。 

 １０月２５日に第２３期軽井沢町農業委員会第２８回総会を開催しま

した。 

１１月１日の軽井沢町自然保護審議会に小林農政部長が出席しまし

た。 

２日の JA 佐久浅間軽井沢支所感謝祭併設の農業者年金相談コーナー

に会長、会長代理、事務局が出席しました。 

７日の軽井沢高原を美しくする会理事会に会長が出席しました。 

１１日の長野県農業委員会大会に参加いたしました。参加委員の皆様、

ご苦労様でした。 

１５日の軽井沢町長期振興計画審議会に、市村初仁会長代理と依田美

和子農業委員が出席しました。 

同日に町農業委員会１１月役員会を開催いたしました。 

１９日から２２日まで軽井沢町農業委員会視察研修が行われました。

参加委員の皆様、ご苦労様でした。 

２１日の長野県女性農業委員佐久支部打合せ会議に、藤巻富子農業委

員、井出千惠子農地利用最適化推進委員、土屋昌子農地利用最適化推進

委員が出席しました。 

２８日の町議会定例会１２月会議に会長が出席いたしました。 

事業報告は以上でございます。 

 

 ありがとうございました。 

ただ今事務局より事業報告がございました。 

事業報告について、質問等はございませんか。 

 

なし 
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小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無いようですので、次に５の会議事項に入ります。 

 議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」の

番号１を議題にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第１号番号１について説明をいたします。 

次第２ページ、補足資料１ページから９ページをお願いします。 

     でございます。 

   は、    、           に  のある、    

  、   です。   、   は、     ます。 

   は、  に  のある、      、無職です。 

申請の   は、    、   、      で、  は、 で、 

  は、    です。  

申請場所でございますが、補足資料６ページに位置図がございますが、 

     の  の   になります。 

転用の目的ですが、  の  をしたい、というものです。 

権利設定の内容は、    による、  は   になります。 

町の用途地域区分は、     の       で、農地法による

農地区分は、第 種農地になります。 

それでは農地転用の一般基準について説明させていただきます。 

ハンドブック４－２０ページになりますので、参照してください。 

（農地法第５条第２項第３号）の 資力・信用については、   が、 

       、となっています。 

資金の調達方法ですが、    で、    の    の  が、 

  されております。 

利害関係につきましては、   、      は  されておりま

せん。 

次に、（施行規則第５７条第１号）の申請地の利用の迅速性ですが、工

事計画では、許可後から         までが、工事期間で、概ね

１年以内となっており、問題ないと思われます。 

次に、（施行規則第５７条第２号）他法令の許認可等については、 

該当いたしません。 

次に、（施行規則第５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、

町の地域整備課、環境課、上下水道課及び農林振興係とは協議済みです。 

次に、（施行規則第５７条第３号）の農地等以外の土地利用見込みにつ

いては、該当しません。 

次に、（施行規則第５７条第４号）の申請地の計画面積については、現

地の状況や配置図を見る限り問題無いと思われます。 

次に、（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としており
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小宮山恒雄議長 

 

 

担当委員 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

推進委員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

委  員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 委  員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

ませんので、問題ありません。 

次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農条件へ

の支障については、被害防除措置が提出されております。 

また、（農地法第５条第２項第５号）の一時転用ではありません。 

以上により議案第１号番号１については、許可できない場合に該当し

ません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、

議案第１号番号１について担当委員より説明願います。 

 

はい、委員番号８番の栁澤和子が議案第１号番号１について補足説明

をいたします。 

   の    に、  をしたいというもので、この申請について、 

     の荒井龍介農業委員と儘田祐助推進委員と私と       

に現地立会い調査いたしまして、問題ないと判断いたしました。 

 皆様の慎重審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

 儘田祐助農地利用最適化推進委員、何か補足説明ございますか。 

 

 特にありません。 

 

ありがとうございました。 

ただ今、担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの

説明と併せて、議案第１号番号１について、ご意見のある方はお願いし

ます。 

 

 なし 

 

よろしいでしょうか。 

 ご意見がないようなので、議案第１号番号１につきまして採決を行い

ます。 

賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。 

賛成全員ですので議案第１号番号１を原案どおり可決いたしました。 

 よって、議案第１号番号１は、許可相当として県知事に意見を送付し

ます。 
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柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

儘田祐助推進委

員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委  員 

 

小宮山恒雄議長 

 次に、議案第２号「軽井沢町 農用地利用 集積計画について」を議題

にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第２号「軽井沢町農用地利用集積計画について」説明します。 

次第３から４頁、補足資料は、１０頁から１１頁をお願いします。 

軽井沢町長より、農業委員会長あてに、軽井沢町農用地利用集積計画

について、農業経営基盤強化促進法第１８条に基づき、農業委員会決定

の依頼がございましたので、審議をお願いいたします。 

１２月の公告分ですが、再設定が１件、２筆、面積は、２，８９６㎡

で、内訳は、田です。 

集積計画及び申請書につきましては補足資料のとおりですので、確認

をお願いいたします。 

次に、利用集積計画の累計になりますが再設定２３件、３６筆、面積 

は、７２，１０３㎡で、内訳は、田で、４，１２０㎡、畑で、６７，９

８３㎡です。 

新規は、５２件、９５筆、面積は、１７７，６９４㎡で、内訳は、田

で、２５，４４５㎡、畑で、１５２，２４９㎡です。 

合計では、７５件、１３１筆、面積は、２４９，７９７㎡、になりま

す。 

内訳は、田で、２９，５６５㎡、畑で、２２０，２３２㎡、となって

います。 

同法の第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 以上、ご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

ただいま、事務局より説明がございましたが、申請書確認欄に署名を

いただいた、担当委員から補足説明がございましたら、説明をお願いし

ます。 

 

 特に問題ありません。 

 

 

ありがとうございました。 

それでは、議案第２号、軽井沢町 農用地利用 集積計画の１２月公告

分について、ご意見のある方はお願いします。 

 

 なし 

 

よろしいでしょうか。 
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 委  員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なし 

 

ご意見がございませんので、農用地利用集積設定につきまして、原案

どおり決定いたします。 

よって、議案第２号軽井沢町農用地利用集積計画１２月公告分につい

て、軽井沢町長へ、決定意見を送付します。 

次に、協議第１号「農地利用最適化推進活動について」を議題としま

す。 

普段の活動のなかで委員各位が感じていることなど忌憚のない意見交

換、情報交換をお願いいたします。 

例えば、担い手の状況（今後中心となる経営体｛個人、法人、集落営

農等｝はどこか。地域の担い手は十分確保されているといえるか。） 

農地利用の方向（将来の農地利用のあり方、農地中間管理機構の活用

方針、近い将来の農地の出し手の状況｛誰が、いつ、どれくらいの農地

を？｝） 

地域農業の活性化の方策等（地域農業のあり方｛生産品目、経営の複

合化、６次産業化｝）などについて、意見交換、情報交換をお願いいたし

ます。 

 

  「意見交換、情報交換する。」 〈詳細省略〉 

 ・荒井龍介農業委員より、     で、    が    なった 

こともあり、          、    になるとの情報が、 

提供される。 

（農地所有者の  は        とのこと。） 

・依田美和子農業委員より今まで作付けされていた作物と農地の場所 

と状況について質問あり、荒井龍介農業委員と情報交換をする。 

 

 ありがとうございました。 

 次回も農業委員会活動の農地利用最適化に向け、この意見交換と情報

交換の場を設けますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、視察研修について、今年度の担当委員より、報告をお願いいた

します。 

 ・11/19～11/20（1日目、2日目）について、依田美和子農業委員より 

報告発表あり。 詳細省略「別紙報告原稿参照」 

 ・11/21～11/22（3日目、4日目）について、土屋史彦農業委員より 

報告発表あり。 詳細省略「別紙報告原稿参照」 

  （２人の報告終了後、委員一同より拍手あり） 

 すばらしい報告発表をしていただきまして、ありがとうございました。 

それでは、６のその他事項に進みます。 
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市村初仁会長代

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 委  員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

竹本補佐兼農林

次に、（１）のＪＡ佐久浅間関係について、市村初仁会長代理よりお願

いします。 

 

 それでは、農協関係ということで、軽井沢の野菜出荷状況について、

ご報告いたします。 

１１月２０日現在の野菜の出荷状況ですが、キャベツが、数量で３７

６，３９３ケース、単価は９００円、金額で３３８，７０６千円、前年

対比の数量で９９％、単価で８４％、金額で８３％となっております。 

レタスは、数量で１１６，５４０ケース、単価は１，３５６円、金額

で、１５７，９７７千円、前年対比の数量で、１００％、単価で９６％、

金額で９６％となっております。 

チンゲン菜は、数量で７２，７２６ケース、単価は７５４円、金額で

５４，８５９千円、前年対比の数量で、９３％、単価で９４％、金額で

８７％となっております。 

サニーレタスは、数量で２２，９４４ケース、単価は１，０６０円、

金額で、２４，３１８千円、前年対比の数量で７８％、単価で８６％、

金額で、６７％となっております。 

合計では、数量で、６４５，２２４ケース、単価は、９６７円、金額

で６２４，１０３千円、前年対比の数量で９５％、単価で８７％、金額

で８３％となっております。 

特記事項にも書いてありますように、今年度につきましては春先から、

凍霜害から始まりまして、降雹、夏の長雨、その後の干ばつ等、秋には

台風の影響と野菜の生産には大変苦労した年でありましたが、それにま

して、世の中の野菜への動きが鈍く、前年単価との比較をみてもらうと

わかるとおり、非常に単価が出なかった年になってしまっております。

それから、数量的にも不安定気象や自然災害等によりまして、９５％と

いうなかで、金額的には今後１２月の出荷分や契約産品等を加えまして、

７億円を超える程度になる見込みとなっておりますが、和元年は、野菜

生産者には大変厳しい年となっております。 

 以上です。 

 

ありがとうございました。 

JA佐久浅間（農協）関係で何かお聞きしたい点がございますか。 

 

 なし 

 

無いようですので、次に、（３）の町農政関係について、観光経済課の

農林振興係より、お願いいたします。 

 

 台風１９号の復旧事業の今後予定等について、A３版の地図資料により
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振興係長 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 委  員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明をする。（漏れ等がある場合は随時農林振興係へ申出を願う。） 

〈詳細省略〉 

 

ありがとうございました。 

何かお聞きしたい点がございますか。 

 

 なし 

 

それでは、無いようですので、次に、（４）の農業委員会事務局関係に

ついて、事務局より説明願います。 

 

次第の、５ページをお願いします。 

 （４）事務局関係について、説明いたします。 

ア、の当面の会議・行事日程等につきましては、本日、第２９回の農

業委員会総会を開催しております。 

１１月２８日（木）から１２月１２日（木）まで会期予定の町議会定

例会１２月会議に会長が出席予定です。 

１２月１日（日）の県選出（３区）国会議員との農政懇談会に会長 

が出席予定です。 

１３日（金）に町農業委員会１２月役員会を予定しています。 

２０日（金）に第２３期軽井沢町農業委員会第３０回総会を予定して

おります。なお、終了後に忘年会を予定しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

令和２年１月１６日（金）に町農業委員会１月役員会を予定していま

す。 

１７日（金）の佐久地域選出長野県議会議員との農政懇談会に会長と

会長代理が出席予定です。 

２４日（金）に第２３期軽井沢町農業委員会第３１回総会を予定して

おります。また、終了後に、農業者等との意見交換会と懇親会兼新年会 

を、発地市庭で予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、イ、の配布資料等について、でございますが、１１月１日現在

の全国農業新聞普及一覧です、引き続き、情報事業の推進活動について

よろしくお願いいたします。 

次に、農業者年金加入推進ニュースです。こちらも引き続き、加入推

進活動をよろしくお願いいたします。なお、各地区の加入対象者の名簿

につきまして、事務局までお問い合わせいただければ、情報提供をいた

しますので、お願いいたします。 

次に、農業委員会の活動についての資料ですので、一読をお願いしま

す。 

次に、２０２０年版（令和２年版）の農業委員会手帳をお配りしてあ
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小宮山恒雄議長 

 

 

 委  員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 委  員 

 

小宮山恒雄議長 

りますので、農業委員会活動にお役立てください。 

事務局関係につきましては、以上でございます。 

 

 ありがとうございました。 

ただ今の説明につきまして、ご質問等ございましたらお願いします。 

 

なし 

 

その他、全体を通して何かございますか。 

 

 なし 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、第２３期軽井沢町農業委員会第２９回の総会を閉会といた

します。 

大変お疲れ様でした。 

 

閉 会  １４時３５分 
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